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告指漁道道 毎

第 号

の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に

区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
解
職

告

口
県
告
示
第
四
百
九
十
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂

が
港
湾
管
理
者
た
る
港
湾
の
港
湾
区

告成
二
十
五
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

本
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

府
都
市
計
画
緑
地
の
変
更
に
係
る
図

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

管
告
示

目

次

示定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
（

船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一

路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

週
火
・
金
曜
日
発
行

変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

の
請
求
に
係
る
有
権
者
総
数
の
三
分
の

示

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

域
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
港
湾

要
領
の
公
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（
財
政
課
）
…
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…
…
…

項
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規
定
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よ
る
届
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（
三
件
）
（
商

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
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…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

萩
市
）
（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
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同
意
（
水
産
振
興
課

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
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数
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

二
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一
項
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規
定
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よ
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、
保

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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課
）
…
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…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
三

政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

）
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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平 成 年
月 日

（火曜日）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

萩
市
大
字
紫
福
字
猪
鹿
谷

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

期
齢
以
上
の
も
の
と
す

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農

九
四
四
の
七
三
か
ら
一
九
四

る
。
）
、
字
上
ノ
原
二
五
五

三
二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

水
源
の
涵
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

九
四
八
の
一
、
一
九
四
八
の

で
、
一
九
六
二
の
二
、
一
九

六
七
の
二
、
一
九
六
八
、
一

八
六
の
一
、
一
九
八
六
の
六

八
六
の
一
六
、
一
九
八
六
の

の
四
四
ま
で
、
一
九
八
六
の

ら
一
九
八
六
の
六
四
ま
で
、

ら
一
九
八
六
の
九
〇
ま
で
、

コ
ノ
ノ
浴
一
九
四
四
の
八
、

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

萩
市
大
字
佐
々
並
字
原
東

一
九
三
七
ま
で
、
一
九
三
八

二
、
一
九
四
三
、
字
方
便
一

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
二
五
の
一
、
三
二
五
の
四
、
三

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩

る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て

四
の
八
三
ま
で
、
一
九
四
四
の
一

八
、
字
若
藪
二
五
五
九
の
一
、
二

た
目
的

は
、
定
め
な
い
。

二
、
一
九
五
〇
か
ら
一
九
五
四
ま

六
二
の
三
、
一
九
六
四
か
ら
一
九

九
六
九
の
一
、
一
九
七
〇
の
一
、

、
一
九
八
六
の
一
〇
、
一
九
八
六

一
八
か
ら
一
九
八
六
の
二
七
ま
で

四
六
、
一
九
八
六
の
四
八
、
一
九

一
九
八
六
の
六
六
か
ら
一
九
八
六

一
九
八
六
の
九
六
、
一
九
八
六
の

一
九
四
四
の
九
、
一
九
四
四
の
一

十
四
日

山
口

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

平
一
九
三
〇
か
ら
一
九
三
二
ま
で

の
一
か
ら
一
九
三
八
の
三
ま
で
、

九
四
四
か
ら
一
九
四
六
ま
で
、
一

一

二
五
の
五
八
、
三
二
五
の
六
一
、

市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

縦
覧
に
供
す
る
。
）

〇
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

五
六
〇
、
二
五
六
二
の
一
、
二
五

で
、
一
九
五
六
か
ら
一
九
五
八

六
六
ま
で
、
一
九
六
七
の
一
、
一

一
九
七
〇
の
三
、
一
九
七
一
、
一

の
一
二
、
一
九
八
六
の
一
五
、
一

、
一
九
八
六
の
四
〇
か
ら
一
九
八

八
六
の
四
九
、
一
九
八
六
の
五
五

の
六
九
ま
で
、
一
九
八
六
の
七
八

九
七
、
二
五
七
四
、
二
五
七
七
、

四
か
ら
一
九
四
四
の
五
三
ま
で
、

県
知
事

山

本

繁
太
郎

、
一
九
三
四
の
一
、
一
九
三
五
か

一
九
三
九
、
一
九
四
〇
、
一
九

九
四
七
の
一
、
一
九
四
七
の
二
、

字 伐水 限六 ま九九九六かか字一 ら四一

告

示



平

課
に

成 年 月 日 火曜日

東徳彦
山

道
路
のそ

山 口

山
漁

る
届

が
あ

（定期）県 報

産
部

第 号

下二奥
二三

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

和
町
東
部
加
入
区

白
木
加
入

山
市
加
入
区

山
口
市
加

島
加
入
区

豊
浦
町
加

口
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年

口
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七

出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入

っ
た
と
認
め
た
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産

祢
地
一
三
五
七
、
三
一
九
七
、
六

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。

野
五
九
九
の
一
、
字
本
浴
六
六
六

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

区

橘
加
入
区

入
区

山
陽
小
野
田
市

入
区

萩
市
中
部
加
入

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

十
二
月
二
十
四
日
か
ら
一
月
間

年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十

区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二

山
口
県
知

と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

九
〇
七
、
字
上
中
野
一
三
六
九

）
、
一
三
七
一
の
二
九
、
字
三

の
一

め
な
い
。

上
関
加
入
区

加
入
区

下
関
市
東
部
加
入
区

区規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備

二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

事

山

本

繁
太
郎

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

に
供
す
る
。
）

の
一
、
字
祢
地
一
三
七
一
の
二

百
田
二
一
二
六
、
大
字
山
田
字

山
口
県
告
示
第
四
百
九
十
三

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

区
岩
国
市
本
郷
町
本
谷
字
方
勘
小
屋
九

地
先
か
ら

同
市
本
郷
町
本
郷
字
流
田
三
四
二
七

ま
で

岩
国
市
本
郷
町
本
郷
字
畑
三
三
六
九

か
ら
同
市
本
郷
町
本
郷

同
字
三
三
五
五

地
先
ま
で

美
祢
市
西
厚
保
町
原
字
深
土
一
〇
四

一
五
地
先
か
ら

同
市
西
厚
保
町
原
字
森
ノ
上
一
一
〇

一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

秋
掛
錦
線

道
路
の
区
域

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

下
関
美
祢

道
路
の
区
域

区

最
広

二
八
・
〇

号
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
一

す
る
。

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

二
三

旧

最
狭

四
・
〇

最
広

九
・
二

地
先

新

最
狭

六
・
五

最
広

三
一
・
〇

地
先

旧

最
狭

三
・
八

最
広

六
・
八

の
一

新

最
狭

六
・
〇

五
の

旧

最
狭

七
・
九

最
広

二
二
・
〇

三
の

新

最
狭

一
二
・
六

最
広

七
二
・
〇

十
四
日

山
口

線間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

完
了
に
よ
る
。

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

一
八
八
・
五

一
九
〇
・
六

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

一
三
七
・
〇

一
三
七
・
〇

道
路
改
良
工
事
の

一
、
二
八
五
・
六

一
、
一
三
九
・
二

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

二

道備



平成 年 月 日 火曜日

二
号

市柳

山 口 県

山
急

条
第

一

（定期）報

路県秋

第 号

路県下

中
筋
地
区

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

と
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ

名

大

字

名

字

井

市

神

代

上

田

口
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

区
域
の
名
称

線
名

供

用

岩
国
市
本
郷
町
本
谷
字
方

同
市
本
郷
町
本
郷
字
流
田

道

掛
錦
線

岩
国
市
本
郷
町
本
郷
字
畑

同
市
本
郷
町
本
郷

同
字

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

線
名

供

用

道

関
美
祢
線

美
祢
市
西
厚
保
町
原
字
深

同
市
西
厚
保
町
原
字
森
ノ

一
二
七
七
の
一

一
二
七
七
の
一

る
標
柱
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で

た
区
域

名

地

番

中

三
六
四
三
の
二

三
六
四
三
の
二
地
先

止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区

山
口
県
知

開

始

の

区

間

勘
小
屋
九
二
三
地
先
か
ら

三
四
二
七
地
先
ま
で

三
三
六
九
地
先
か
ら

三
三
五
五
の
一
地
先
ま
で 山

口
県
知

開

始

の

区

間

土
一
〇
四
五
の
一
五
地
先
か
ら

上
一
一
〇
三
の
一
地
先
ま
で

三
号

四
号

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

標

柱

番

号

一
号

二
号

四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

域
を
指
定
す
る
。

事

山

本

繁
太
郎

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
五
年
十
二

月
二
十
五
日

事

山

本

繁
太
郎

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
五
年
十
二

月
二
十
五
日

成
平

会
般

一
の
県
口
山

度
年

）
正
補
の
算

予
出
歳
入

歳 （
四
三
六
）
平
成
二
十
五
年
度

平
成
二
十
五
年
十
一
月
山
口

要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

成
平

年

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

表
徳
山
下
松
港
の
項
中
「
椎

ト
ル
）
、
大
津
島
郷
屋
三
角
点

公

上

山
口
県
告
示
第
四
百
九
十
五

県
が
港
湾
管
理
者
た
る
港
湾

寄河

算
予
正

補
計

次
、

は
）
号

５
第

山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

県
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
平

十
四
日

山
口

正
補

計
会

般
一

県
口

山
度

算
予

正
す
る
。

十
四
日

山
口

木
岬
突
端
、
大
津
島
丸
山
埼
」
を

（
一
四
二
・
四
二
メ
ー
ト
ル
）
」

告

田

中

三
六
五
三
の
一

三
六
四
五
の
一

一
二
七
七
の
一

号
の
港
湾
区
域
に
関
す
る
告
示
（
昭

一
二
七
六
の
一

江

一
二
七
五
の
一

一
二
七
四

一
二
七
五
の
一

久

保

三
六
六
〇
の
一

三
六
五
九

三
六
五
五
の
二

三

る
よ

に
ろ

こ
と
る

め
定

に
。

成
二
十
五
年
度
山
口
県
補
正
予
算

県
知
事

山

本

繁
太
郎

）
号

５
第 県

知
事

山

本

繁
太
郎

「
赤
崎
三
角
点
（
七
一
・
四
八
メ

に
改
め
る
。

十
二
号

十
三
号

十
四
号

和
三
十
九
年
山
口
県
告
示
第
八
十

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

十
号

十
一
号

の ー 三

公

告



平成 年 月 日 火曜日

総
２

議
１

山 口

繰諸

（定期）県 報

金 分
７

１
第

３
第

繰

第 号

予

２

算 １
第

越 ２
第

繰

歳

挙
選

５

振
村

町
市

４

債

費
務

会
議

１

費
会

項
款

出

整
調

画
企

２

理
管

務
総

１ ２

金
計

会
別

特
１

税
徴

３

収

越
繰

１

金
越

入
繰

金
基

務
債

条

計
合

入
歳

雑
６

入

表

、
は

更
変

の
為

行
担

負入
歳

正
補

算
予

出
歳

入
歳

分
１

担
負

び
及

金
担

項
款

歳
入

歳
条

金
入

担
負

２

担

総
の

、
に

額
総

の
算

予
出

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
歳

を
額

の
正

補
の

算
予

出
歳

入
歳

、
は

額
金

の
算

の
項

款

）
費

許
明

越

入
歳

表
１

第

法
治

自
方

地
条

和
昭

と
こ

る
す

用
使

て
し

法
年

為
行

担
負

務

経
る

き
で

が

費
興

）
正

補
の

費

補
額

正
補

費費費費 入
繰

金金入

補
為

行
担

負
務

債
表

３
第

補
額

正
補

正

金金

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
歳

千

び
及

分
区

。
る

す
と

円
千

歳

額
金

の
と

ご
分

区
該

当

。
る

よ
に

」
正

補
算

予
出第
律

第
）

号

、
は

費

の
項

１
第

条

費
許

明
越

繰
表

２
第

計
額

の
前
正

。
る

よ
に
」

計
額

の
前
正

）
円
千

位
単

出
歳

入
歳

、
し

加
追

を
円

入
歳

の
後

正
補

に
び
並

予

度
年

翌
り

よ
に

定
規

出
歳

警
１

。
る

よ
に

」

り
繰

に

土
８

観
３

鉱
工
２

商
１

察

９

住
６

市
都

５

管
１

費
木 水

林
農
６

働
労
４

費
察

警

農
３

産
畜
２

農
１

費
業

産

４

費
工

商
７

産
水

５

林
４ ７

境
環

４

衆
公
１

費
生

衛

労
１

費
働

労
５

医
８

健
保

８

計
統
７

防
６

費
業

職
２ １

費
生

民
３

査
監
９

事
人

理
管

活
生

７

童
児
４

会
社

費 費
業

費
業

費
光

費
理

費
画

計

費
宅

費
会

員
委

費
業

費
業

費
地

費
業

費
業

費
生

衛

費
生

衛

費
所

費
薬

費
政

発
開

力
能

費
災

費
査

調

費
会

員
委

費
員

委

費
祉

福

費
祉

福

費
護

保

四



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 定期）報

２
第

第 号
教

育
体

健
保

９

育
教

会
社

８

明
越

繰
表

計
合

出
歳

事
学

費
許

学
小

２

務
総

育
教

１

費
育

校
学

等
高

４

校
学

中
３

校

費
援

支
別

特
７

費費費 費費費費校
学

）
円
千

位
単

期

補
項

事

補
為
行
担
負

務
債

表
３
第

更
変

正

期
額

度
限

間

前
正

五

額
度

限
間

後
正

補



平成 年 月 日 火曜日

繰
３

１
第

予

２

額 １
第

山 口

に
ろ

平 売 下
１

歳

（定期）県 報

繰
５

１
第

第 号

と
る

平

計
会

他
１

予

２

総 １
第

歳

総
の

算
予

出
歳

入
歳

条

繰

れ
そ

出
歳

入
歳

を

、
に

額

れ
ぞ

の
正

補
の

算
予

出
歳

入
歳

、
は

額
金

の
算

の
項

款

出
歳

入
歳

表

入
歳

表
１

第

金
入

項
款

入
歳

正
補

算
予

２

費
場

市
卸

方
地

港
漁

関

成
平

計
合

出
歳

理
管

場
市

成

下
域

流
度

年

水
下

域
流

の
県

口
山

度
年

の
算

予
出

歳
入

。
る

よ

道

算
予

出
歳

入
歳

表

）
正

補

他
１

金
入

項
款

入
歳

正
補

款

出
歳

計
合

入
歳

繰
計

会

成
平

項

成

地
港

漁
関

下
度

年

港
漁

関
下

の
県

口
山

度
年出

歳
入

。
る

よ
に

ろ
こ

地

歳
入

歳
条

）
正

補
の

算
予

を
額

、
に

額
総

の
算

予
出

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
歳

の
正

補
の

算
予

出
歳

入
歳

、
は

額
金

の
算

の
項

款

金
入

入
歳

表
１

第

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
歳

追
を

円
千

び
及

分
区

。
る

す
と

円
千歳

額
金

の
と

ご
分

区
該

当

。
る

よ
に

」
正

補
算

予
出

補
額

正
補

費

正
補

計
会

別
特

業
事

道
水

正
補

計
会

別
特

業
事

算
予

算
予

補
額

正
補

２
第

金
入

特
場

市
売

卸
方

補
額

正
補

市
売

卸
方

予
正

補
計

会
別

歳

算
予

正
補

計
会

別
特

場

れ
ぞ

れ
そ

出
歳

入
を

円
千

び
及

分
区

。
る

す
と

円
千歳

額
金

の
と

ご
分

区
該

当

。
る

よ
に

」
正

補
算

予
出

の
算
予

出
歳

入
歳

、
し
加

入
歳

の
後

正
補

に
び
並

総出
歳

計
額

の
前
正

）
円
千

位
単

に
次

、
は

）
号

）
号

２
第

こ
と
る
め

定

計
額

の
前
正

）
円
千

位
単

算

計
額

の
前
正

）
号

２
第

め
定
に

次
、

は
）

号
２

第

算
予

出
歳

入
歳

、
し

加
追

入
歳

の
後

正
補

に
び
並

の

款

出
歳

合
入

歳

県
１

出
歳

港
１

費
業

事
備
整
湾

港
１

許
明

越
繰

表
２
第

合
出

歳

法
治

自
方

地
条

２
第

費

和
昭が

と
こ
る
す

用
使
て
し

越
き
で

条
３
第

）
正

補
の
債
方

地

、
は

更
変
の
債

方
地

補
算
予
出
歳

入
歳

表
１
第

成
平

債
県
５

款

入
歳

正

に

整
湾

港
の
県
口
山

度
年

。
る

よ

）
正
補
の
算

予
出
歳
入

歳

の
算

予
出

歳
入

歳
条

１
第

そ
出
歳

入
歳
を
額

総

額
総れ

ぞ
れ

正
補
の
算
予

出
歳
入
歳

２

、
は

額
金
の
算

予

款
の表
１

第

歳

合
入

歳

）
費
許
明
越

繰

業
事

道
水
下
域

流
１

款

出

成
平

合
出

歳

域
流

１

費

債

港
度

年

計

額
正

補
項

費
湾計

第
律

法
年

第
）
号

、
は
費

経
る

１
第

条

地
表

３
第

明
越
繰

表
２
第

補
項

る
よ

に
」
正

補
債
方

額
正 予
正

補
計

会
別

特
業

事
備

算

ぞ
れ

そ
出

歳
入

歳
、
に

第

れ
千

分
区

の
項

。
る

す
と

円
千

歳

の
と
ご

分
区

該
当

び
及

よ
に
」

正
補

算
予

出
歳

入 計

。
る 額

正
補

項

費
道

水
下

計

補
計

会
別
特

業
事
備
整

湾
予

正

計
額

の
前
正

補

に
定

規
の

項

）
円

千
位

単

費
許

り
繰

に
度

年
翌

り
よ

。

。
る
よ

に
」

額
の

前
正

補

）
円

千
位
単

計 る
め

定
に

次
、
は

）
号

２

歳
、

し
加

追
を

円

ろ
こ

と

び
並

額
金

の
算

予
出

歳
入

出
歳

入
歳
の

後
正

補
に

計
額

の
前
正

補

算
）

号
２

第

六



平成

る ３
第

議

年 月 日 火曜日

に第 支 ２
第

収

山 口 県

１
第

総

（定期）報 第 号

け
な

経
を

決
議

の
会

３
第

７
第

算
予

条

す
用

流
ば

れ

中
条

的
益

。
る

よ。

与
給

員
職

成
平

条

）
出

支
び

及
入

収

の
出

計
会

業
事

気
電

度
年

補
り

お
と

の
次

を
額

定
予

費
業

事
気

電
款

２

目
科

正

成
平

用
費

業
営

項
１

第

用

成
平

条

）
則

電
度

年

気
電

の
県

口
山

度
年

こ
る

更
変

正
補

債
方

地
表

費

）
費

経
い

な
き

で
の

と

を
」

円
千

算
予

与
給

員
職

下
以

。
る

す

。
う

い
と

」
算

予

決
既

額
定

予
正

補

出
支

円
千

円
千

算
予

正
補

計
会

業
事

気

予
正

補
の

計
会

業
事

２
第

算
号

２
第

費

条
３

第
）

め
改
に
」

円
千

額
定

予

的
益
収
た

め
定

に

計

円
千

円
千

円
千

円
千

る
め

定
に

次
、

は
）

）
号

ろ
こ
と

）
円
千

位
単

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ

所
在
地

山
口
市
大
字

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

（
四
三
七
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
五

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及

す
。

道
水
用
業

工
款
２

第

目
科

用
費

業
営

項
１
第

費
業
事れ

け
な
経
を

決
議
の
会

議

条
８
第

算
予

条
３
第

流
ば

中 成
平

。
る

員
職

度
年

成
平

条
１
第

）
則

総

に
ろ
こ

と

の
県

口
山
度
年。
る

よ

）
出
支
び
及

入
収
的
益

収

成
平

条
２
第

支
的
益

収

水
用

業
工
度
年

の
次
を

額
定
予
の

出

周
南
市
下
一
の
井
手
五
六
三
六

十
四
日

山
口

及
び
所
在
地

リ
ュ
吉
敷
店

吉
敷
二
五
七
五
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二

び
山
口
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興

用

額
定

予
正

補

出
支

円
千

円
千

い
な

き
で

の
と

こ
る

す
用

費
与

給

）
費

経を
」

円
千

会
業
事
道

水
用
業
工

員
職

道
水
用
業

工

算
予

正
補

計

事
道

予
正

補
の

計
会
業
事

算
予

計
会
業

下
以

。
る

す
正

補
り

お
と

算
予

七

の
五

冨
永

幸
朗

県
知
事

山

本

繁
太
郎

所

代
表
者
の
氏

の
五
二

加
栗

章
男

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

十
六
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

計
額

定
予

決
既

円
千

円
千

円
千費

与
給

円
千

め
改

に
」
円

千

算

）
号
２

第

め
定

に
次

、
は

）
号

２
第

条
３

第
）

。
う

い
と
」

るた
め

定
に

名 の、ま



平成 年 月 日 火曜日

マ式株株
三

山 口

当
山
口

一二

（定期）県 報

五（
四大

と
お

第 号

四
大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

名

称

ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

会
社

広
島

式
会
社
ナ
フ
コ

北
九

式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

周
南

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

該
届
出
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二

県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
柳
井

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

イ
オ
ン
柳
井
シ
ョ
ッ

所
在
地

柳
井
市
大
字
柳
井
一

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

平
成
二
十
五
年
十
二
月
五
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

三
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
岩
崎

届
出
年
月
日

河
戸
憲
一
郎

住市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
の
五

州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁
目
六

市
下
一
の
井
手
五
六
三
六
の
五

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
六

市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い

山
口
県
知

在
地

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

七
四
〇
の
一

代
表
者
の
氏
名

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

河
戸
憲
一
郎

宏
健
堂

冨
永

幸
朗

所

代
表
者
の
氏
名

二

加
栗

章
男

番
一
〇
号

石
田

卓
巳

冨
永

幸
朗

前

変

更

後

年
四
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

山

本

繁
太
郎

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

前

変

更

後

冨
永

幸
朗

ゼ
ビ
オ
株
式
会
社

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
の

名
称

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
名
称

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ゆ
め
モ
ー
ル

所
在
地

下
関
市
新
椋

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
イ
ズ
ミ

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

（
四
三
九
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
五

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及

す
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
五

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一

福
島
県
郡
山
市
朝
日
三
丁
目
七

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変（
仮
称
）

ピ
ン
グ
セ

山
口

及
び
所
在
地

下
関

野
一
丁
目
一
〇
一
七
番

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二

び
下
関
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興

十
四
日

社
岩
崎
宏
健
堂

日日

ゼ
ビ
オ
株
式
会
社

番
三
五
号

諸
橋

友
良

更

前

変

更

後

椋
野
シ
ョ
ッ

ン
タ
ー

ゆ
め
モ
ー
ル
下
関

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン

ド
ー

県
知
事

山

本

繁
太
郎

所

代
表
者
の
氏

三
番
一
号

山
西

泰
明

六
の
五

飯
塚

正

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

十
六
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

八

名 の、ま



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会
社
ジ
ュ

株
式
会
社
ト
ラ

株
式
会
社
柿
安

サ
ン
テ
レ
コ
ム

株
式
会
社
サ
ン

株
式
会
社
チ
ヨ

大
規
模
小
売
店
舗
に

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ジ
ュ

株
式
会
社
大
創

株
式
会
社
宮
脇

ゼ
ビ
オ
株
式
会

株
式
会
社
ジ
ェ

株
式
会
社
ト
ラ

株
式
会
社
柿
安

サ
ン
テ
レ
コ
ム

株
式
会
社
サ
ン

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

株
式
会
社
チ
ヨ

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

ン
テ
ン
ド
ー

ン
ド
ー
ル

本
店

株
式
会
社

ド
ラ
ッ
グ

ダ ン
テ
ン
ド
ー

産
業

書
店

社イ
ア
イ
エ
ヌ

ン
ド
ー
ル

本
店

株
式
会
社

ド
ラ
ッ
グ

ダ

島
根
県
益
田
市
下
本
郷

町
二
〇
六
の
五

福
岡
市
東
区
千
早
四
丁

目
九
二
番
二
四
号

三
重
県
桑
名
市
吉
之
丸

八下
関
市
宝
町
一
番
六
号

東
京
都
府
中
市
若
松
町

一
丁
目
三
八
の
一

杉
並
区
成
田
東

四
丁
目
三
九
番
八
号

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン

ド
ー

株
式
会
社
大
創
産
業

株
式
会
社
宮
脇
書
店

ゼ
ビ
オ
株
式
会
社

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
イ

エ
ヌ

株
式
会
社
ト
ラ
ン
ド
ー

ル株
式
会
社
柿
安
本
店

サ
ン
テ
レ
コ
ム
株
式
会

社株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ

グ株
式
会
社
チ
ヨ
ダ

島
根
県
益
田
市
下
本
郷

町
二
〇
六
の
五

福
島
県
郡
山
市
朝
日
三

丁
目
七
番
三
五
号

飯
塚

正

諸
橋

友
良

所
在
地

下
関
市
新
椋

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
九

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ゆ
め
モ
ー
ル

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会

株
式
会

株
式
会

ゼ
ビ
オ

株
式
会

株
式
会

株
式
会

サ
ン
テ

株
式
会

株
式
会

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

株
式
会

株
式
会

ゼ
ビ
オ

株
式
会

野
一
丁
目
一
〇
一
七
番

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

日三
日

及
び
所
在
地

下
関

社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

社
大
創
産
業

社
宮
脇
書
店

株
式
会
社

社
ジ
ェ
イ
ア
イ
エ
ヌ

社
ト
ラ
ン
ド
ー
ル

社
柿
安
本
店

レ
コ
ム
株
式
会
社

社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ

社
チ
ヨ
ダ

社
大
創
産
業

社
宮
脇
書
店

株
式
会
社

社
ジ
ェ
イ
ア
イ
エ
ヌ

九
飯
塚

正

矢
野

博
丈

宮
脇

範
次

諸
橋

友
良

小
山

元
雄

山
田

弘

赤
塚

保
正

川
本

秀
明

才
津

達
郎

船
橋

政
男

広
島
県
東
広
島
市
西
条

吉
行
東
一
丁
目
四
番
一

四
号

香
川
県
高
松
市
丸
亀
町

四
の
八

福
島
県
郡
山
市
朝
日
三

丁
目
七
番
三
五
号

東
京
都
港
区
赤
坂
三
丁

目
一
番
二
号



平

二

成 年 月 日 火曜日

二三一

山 口

（
四測

国
土

一

（定期）県 報

四五

第 号

株株ゼ
三

作
業
の
地
域

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
及
び

作
業
の
地
域

岩
国
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日
か
ら

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
標
高
デ
ー
タ
及
び
オ

四
〇
）
基
本
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

作
業
の
種
類

設
置
す
る
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会
社
イ
ズ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
九
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

名

称

式
会
社
イ
ズ
ミ

広
島

式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

島
根

ビ
オ
株
式
会
社

福
島

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
を

オ
ル
ソ
画
像
作
成
）

同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

ル
ソ
画
像
作
成
）

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

山
口
県
知

番
二
二
号

ミ 住市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番

県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六
の

県
郡
山
市
朝
日
三
丁
目
七
番
三

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

広
島
市
南
区
京

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

事

山

本

繁
太
郎

三
丁
目
三
番
一
号

所

代
表
者
の
氏
名

一
号

山
西

泰
明

五

飯
塚

正

五
号

諸
橋

友
良

前

変

更

後

橋
町
二

広
島
市
東
区
二
葉
の
里

熊
毛
郡
田
布
施
町
中
央
南

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野

株
式
会
社
き
ら
ら
プ
ロ

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

（
四
四
二
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

防
府
都
市
計
画
緑
地
二
新

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
一
日

（
四
四
一
）
防
府
都
市
計
画
緑

防
府
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

住
所
及
び
氏
名

域
の
名
称

田
字
二
ノ
薄
笹
、
字
一
ノ
薄
笹
及

住
所
及
び
氏
名

田
一
一
〇
八
番
地
の
一

パ
テ
ィ

域
の
名
称

計
画
課

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

十
四
日

山
口

付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十

基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次

十
四
日

山
口

称橋
赤
間
緑
道

の
縦
覧
場
所

市
、
美
祢
市
及
び
山
陽
小
野
田
市

か
ら
同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で

地
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

定
に
よ
る
防
府
都
市
計
画
緑
地
の

び
字
大
谷

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

県
知
事

山

本

繁
太
郎

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

縦
覧

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一

一
〇

に 同 す項
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漁
有
す山山

第 号

山

業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

海

区

名

口
県
日
本
海
海
区

口
県
瀬
戸
内
海
海
区

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施

マ
ッ
ト
株
式
会
社

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

三
分
の
一
の
数

一
、
五
二
七

一
、
八
四
三

七
〇
四
番
地
の
一

委
員
会

第
百
三
十
四
号

一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を

長

中

村

正

昭

一
一

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
印
刷

十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口

県

庁

県
知
事


